
第７回名古屋都市計画事業
新清洲駅北土地区画整理審議会

清須市

令和元年７月２２日

資料7－4



報告事項

(1)事業の進捗状況について

(2)仮換地指定について(第１回使用収益開始)

(3)令和元年度、令和２年度の工事概要

について
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（１）事業の進捗状況について

今後のスケジュール

２



年度別移転計画図
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宅地整備完成予定図
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平成３０年度工事の状況
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（２）仮換地指定について（第１回使用収益開始）

使用収益開始箇所図
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仮換地使用収益開始 総括表
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仮換地の使用収益開始（流れ）



仮換地の使用収益開始日の通知
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仮換地 現地立会い確認

現地で確認していただく主な内容
・隣地との境界杭
・供給処理施設（水道、ガス、汚水）の位置等
・電柱の位置
・宅盤の仕上がり



供給処理施設
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造成状況
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使用収益開始について
（１）仮換地の使用収益開始とは

使用収益開始とは、仮換地が利用可能な状態になったことです。

従って、これにより仮換地での建築等の行為が可能となります。

（２）仮換地の管理

使用収益開始後、仮換地の引渡し後は権利者ご自身で管理いた

だくことになります。
（３）建築行為の手続きについて
土地区画整理法第７６条の規定に基づき清須市長の許可が必要
になります。
１）土地の形質の変更
２）建築物その他の工作物の新築・改築・増築
３）重量が５トン以上の物件の設置もしくはたい積
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令和元年度の工事概要

（３）令和元年度、令和２年度の工事概要について
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令和２年度の工事概要
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